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１ はじめに 
今月５日に、時間外労働の上限規制等

について、労働政策審議会から塩崎厚生

労働大臣に対し、建議がなされました。

今後は秋の臨時国会への法案提出に向け

て準備が進められるようです。法律が制

定、施行されれば企業の労働時間管理に

大きな影響を与えることになると思いま

すので、しばらくの間ニュースレターで

は長時間労働の問題についてとりあげた

いと思います。 
 

２ 建議の内容 
既にご存じの方も多いと思いますが、

念のため「時間外の上限規制」について

の建議の内容を見てみたいと思います。

概要は以下の通りです。 
（１）現行の時間外限度基準告示を法律

に格上げする。 
（２）法定労働時間を超える時間外労働

の上限を月４５時間、かつ、年３６０時

間とする。 
（３）上限に対する違反には以下の特例

の場合を除き罰則を課す。 
（４）１年単位の変形労働時間制では月

４２時間、かつ、年３２０時間とする。 
（５）特例として、臨時的な特別の事情

がある場合には、労使協定によりこれら

を上回ることができる（今の特別条項に

当たるものです）。その場合でも年７２０

時間が上限。 
（６）一時的に事務量が増加する場合に

ついて、以下の上限を設ける（下記①②

は、１年という長期間の上限だけでなく、

短い期間の上限も設けるべきという趣旨

です。いわゆる過労死の基準と同じにな

ります）。 
① 休日労働を含み、２か月ないし６か

月平均で８０時間以内 
② 休日労働を含み、単月で１００時間

未満 
③ 原則である月４５時間の時間外労働

を上回る回数は年６回まで（今の特別条

項と同じ） 
（７）上記の月４５時間の上限は、「法定

労働時間を超える時間外労働の上限」で

あり、休日労働を含んでいないことから、

①②は特例以外の月にも適用される（つ

まり、特例以外の月については、法定時

間外労働月４５時間という上限のほか、

法定時間外労働と休日労働を含んで①②

の上限の規制を受けるということになり

ます）。 
（８）現行の時間外限度告示基準では、

自動車運転業務、建設事業等は適用除外

となっているが、自動車運転業務と建設

事業については適用除外とせずに、一定

の猶予期間の後に一般よりも緩やかな上

限規制を設け、将来的には一般と同じ上

限の適用を目指す。 
 
他にも勤務間インターバル等について

も触れられていますので、関心がある方

はネット等でご覧いただければと思いま

す。 
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３ 上限規制を設けることになった背景 
このような上限規制を設けることにな

ったのは、何故でしょうか？これまでも

日本人の労働時間は長すぎると言われて

きており、何とかこれを短くしようとい

う努力がなされてきましたが、法律で、

しかも罰則付きで規制されていませんで

した。 
しかし、日本では少子高齢化が進み、

労働人口が少なくなっていく中で、全て

の国民が働ける、活躍できる社会を創ろ

うということになりました。「ニッポン一

億総活躍プラン」です。長時間労働が前

提になっていると、子育て中の人は仕事

と子育てを両立させるのが困難ですし、

長時間労働は、女性のキャリア形成や、

男性の家庭参画を阻んでいると考えられ

ました。このような中で厚生労働省に「仕

事と生活の調和のための時間外労働規制

に関する検討会」が設けられ、時間外労

働の規制について検討が行われることに

なりました。折しも、某大手広告代理店

の自殺案件について労災が認定されたこ

ともあり、過労死をなくすためにも長時

間労働を規制することが必要だというこ

とが盛り込まれました。 
 

４ 長時間労働の原因 
現時点でも企業は長時間労働の削減の

ため努力をしていることと思いますが、

法律で規制されることになった場合は、

努力だけでなく遵守しなければなりませ

ん。長時間労働の削減のためには長時間

労働の原因を探求することが重要ですの

で、検討会であげられた長時間労働の原

因を見てみたいと思います。 
検討会では、長時間労働の原因として、

労使の意識の問題、雇用システムの問題

（長時間労働が組み込まれている、労働

時間が雇用調整のバッファとなってい

る）、人事制度の問題（効率性が評価の対

象となっていない、人材育成に時間をか

けすぎ）、下請構造の問題、マネジメント

の問題（マネジメント層から意識を変え

なければならない、仕事の割り振りを考

える必要あり、担当業務の範囲があいま

い）、過剰品質の問題（誰も読まない議事

録の作成、過度に凝った資料の作成等）、

顧客対応の問題（翌日配送、２４時間対

応）、労使協定の労働者代表の問題（ウォ

ッチが効かない）、法律知識の不足の問題、

市場の失敗などがあげられています。 
興味深かったのは、QB ハウスの教育

についての発言です。「基本的に余りOJT
をしないで、ちゃんと訓練校を持って、

そこで短期間に育てて、それで現場に出

していくというのをやっているのです。

だから、あそこは比較的労働時間はきち

っと回っているはずです。」 
また「市場の失敗」という言葉も「な

るほど」と思いました。「個々人の合理的

な行動をそのまま良しとしていると、必

ずしもマクロレベルでは良い結果となら

ない場合がある。これを経済学では『市

場の失敗』と言うのですが、そうした失

敗が起こっている場合には規制を掛けた

ほうがいいだろうというのが経済学者の

一般的な考え方です。」例として環境問題

があげられており、皆エコは大事と考え

ていたとしても、利益優先とか、他企業

との競争といった理由で自主規制は難し

いので排出権の数量規制が必要になると

いった話です。長時間労働の上限規制も

同じように考えられるということです。 
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